
名 取 市 工 事 成 績 調 書 作 成 要 領  

 

(目 的 )  

第 １  こ の 要 領 は 、 名 取 市 工 事 検 査 規 程 （ 平 成 ２ ０ 年 名 取 市 訓 令 第 ４ 号 。

以 下 「 規 程 ｣ と い う 。 ） 第 １ ３ 条 第 ５ 項 及 び 名 取 市 請 負 工 事 監 督 規 程

( 平 成 ２ ０ 年 名 取 市 訓 令 第 ６ 号 ) 第 ２ ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 工 事

成 績 調 書 の 作 成 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め 、 工 事 成 績 の 考 査 （ 以 下

「 考 査 」 と い う 。 ） を 厳 正 か つ 的 確 に 実 施 し 、 も っ て 請 負 者 の 適 正 な 選

定 及 び指 導 育 成 を 図 り 、 工 事 の質 的 向 上 に資 するこ と を 目 的 と す る 。  

（考 査 の対 象 ）  

第 ２  考 査 は 、 規 程 第 ６ 条 に 規 定 す る 起 工 額 ３ ０ ０ 万 円 以 上 の 工 事 及 び

修 繕 ( 以 下 「工 事 等 ｣と い う 。 ）に つい て行 う ものと する 。  

２   前 項 の 工 事 等 に つ い て 、 検 査 の 結 果 、 名 取 市 工 事 検 査 執 行 要 領

第 ２ 第 ３ 項 に 定 め る 手 直 し （ 以 下 ｢ 手 直 し ｣ と い う 。 ） の 必 要 が あ っ た 場

合 は 、当 該 手 直 し 以 前 の状 態 に つい て考 査 す る ものと す る。  

(考 査 者 )  

第 ３  考 査 を 行 う 者 （ 以 下 「 考 査 者 」 と い う 。 ） は 、 当 該 工 事 等 の 監 督 員 、

主 任 監 督 員 、総 括 監 督 員 及 び工 事 検 査 監 と す る。  

(考 査 の 方 法 )  

第 ４  考 査 は 、 工 事 成 績 評 定 に お け る 考 査 項 目 に 基 づ き 公 正 に 行 い 、 そ

の 結 果 を 考 査 者 ご と に そ れ ぞ れ 工 事 成 績 調 書 の 該 当 欄 に 記 載 す る も

のと する 。  

２   前 項 の 場 合 に お い て 監 督 員 及 び 主 任 監 督 員 は 、 合 議 に よ り 考 査 す

るも のと す る。  

（工 事 成 績 調 書 の 提 出 ）  

第 ５  工 事 成 績 調 書 は 、 完 成 検 査 の 依 頼 時 に 、 工 事 検 査 監 に 提 出 す る

ものと す る 。  

(工 事 担 当 課 長 等 への送 付 )  

第 ６  工 事 成 績 調 書 の 原 本 は 、 工 事 検 査 監 に お い て 保 管 し 、 そ の 写 し を

規 程 第 １ ３ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 完 成 検 査 復 命 書 に 添 付 し 、 速



やかに 当 該 工 事 等 を 担 当 する 課 等 の 長 （ 以 下 「工 事 担 当 課 長 等 」と い

う 。） 及 び 財 政 課 長 に送 付 す るも のと す る。  

(請 負 者 への 通 知 )  

第 ７  工 事 担 当 課 長 等 は 、 第 ６ の 規 定 に 基 づ き 工 事 成 績 調 書 の 写 し の

送 付 を 受 け た と き は 、 考 査 の 結 果 に つ い て 、 請 負 者 に 対 し 、 速 や か に

工 事 成 績 考 査 結 果 通 知 書 （様 式 第 ２号 ）に より 通 知 す るも のと す る。  

（説 明 の請 求 及 び 回 答 等 ）  

第 ８  請 負 者 は 、 第 ７ の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た と き は 、 通 知 を 受 け た 日

か ら １ ４ 日 以 内 に 考 査 の 結 果 に 対 す る 説 明 申 立 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） に よ

り 、 第 ７ の 通 知 を 行 っ た 工 事 担 当 課 長 等 に 対 し 、 考 査 の 内 容 に つ い て

説 明 を 求 め るこ と が でき る 。  

２   工 事 担 当 課 長 等 は 、 前 項 に よ り 説 明 を 求 め ら れ た と き は 、 そ の 申 立

書 を 受 理 し た 日 か ら ３ ０ 日 以 内 に 、 申 立 て を 行 っ た 者 に 対 し 、 文 書 に よ

り 回 答 する ものと す る。  

３   工 事 担 当 課 長 等 は 、 前 項 の 回 答 を す る 場 合 は 、 あ ら か じ め 工 事 検

査 監 と 協 議 し なけ ればな らない 。  

（委 任 ）  

第 ９  こ の 要 領 に 定 める ものの ほか 、必 要 な 事 項 は、 別 に 定 め る。  

 

 

附   則  

（施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 領 は 、 平 成 １ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 （ 名 取 市 工 事 成 績 調

書 作 成 試 行 実 施 要 領 の廃 止 ）  

２  名 取 市 工 事 成 績 調 書 作 成 試 行 実 施 要 領 （ 平 成 １ ０ 年 名 取 市 告 示

第 ５ ８ 号 ）は 、廃 止 する 。  

 

附   則 （ 平 成 ２０ 年 ３ 月 ３１ 日 告 示 第 ５ ４ 号 ）  

こ の告 示 は 、平 成 ２ ０年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る。  

 



附   則 （ 平 成 ２２ 年 ３ 月 ３１ 日 告 示 第 ４ ８ 号 ）  

こ の告 示 は 、平 成 ２ ２年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る。  

 

附   則 （ 平 成 ２７ 年 ５ 月 ２９ 日 告 示 第 ５ ３ 号 ）  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の告 示 は 、 平 成 ２ ７ 年 ６ 月 １ 日 か ら施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 告 示 に よ る 改 正 後 の 第 ２ の 規 定 は 、 平 成 ２ ７ 年 ６ 月 １ 日 以 降 に 工

事 起 工 （ 予 算 執 行 ） 伺 の 起 案 を し た 工 事 か ら 適 用 し 、 平 成 ２ ７ 年 ５ 月 ３

１日 ま で工 事 起 工 （ 予 算 執 行 ） 伺 の 起 案 を し た 工 事 に つい ては 、なお 従

前 の 例 に よる 。  

 

附   則 （ 平 成 ３１ 年 ３ 月 ２６ 日 告 示 第 ４ ９ 号 ）  

（施 行 期 日 ）  

１  こ の告 示 は 、 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら施 行 す る 。  

（経 過 措 置 ）  

２  こ の告 示 に よ る 改 正 後 の 様 式 第 １ 号 （ ア） 、 様 式 第 １ 号 （ イ ） 、 様 式 第 ２

号 及 び 様 式 第 ３ 号 の 規 定 は 、 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 以 降 に 完 成 し た 工 事

に 係 る 検 査 か ら 適 用 し 、 同 日 前 ま で に 完 成 し た 工 事 に 係 る 検 査 に つ い

ては 、なお 従 前 の 例 に よる 。  

 

附   則 （ 令 和 ５年 １月 １ ０日 告 示 第 ２ 号 ）  

（施 行 期 日 ）  

１  こ の告 示 は 、 令 和 ５ 年 年 ４ 月 １ 日 か ら施 行 す る 。  

（経 過 措 置 ）  

２  こ の 告 示 に よ る 改 正 後 の 規 定 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 以 降 に 完 成 し た

工 事 に係 る 検 査 か ら適 用 す る 。  

 


